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「宗教法人の公益性」をめぐる研究の現状
―公益概念を中心に―

学術動向

竹内喜生 1

「宗教法人の公益性」に関する議論がある。しかしそれが何を指し
示しているのかを明確にすることは難しい。その理由は、公益という
概念、そして宗教法人と公益の関係性、それぞれが曖昧であることに
あると思われる。このような現状のもとで、「宗教法人の公益性」は
どう捉えられようとされているのだろうか。
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1.　はじめに―「宗教法人の公益性」議論の背景―

「宗教法人の公益性」に関する議論が日本の宗教界を中心に行われて
いる1）。このトピックが関心を集めている背景には、社会から「宗教法
人の公益性」に対する疑問が投げかけられていることに対する応答とい
う側面がある。
この議論の背景には、おおまかには二つの要因がある。2013年の公

益財団法人新日本宗教団体連合会主催のシンポジウム「宗教法人と公益
性」における開催趣旨中に「新公益法人制度が施行されて以来、宗教法
人と公益性をめぐり、関心が高まってきています」2）と書かれているよ
うに、一つは公益法人制度改革による公益法人改革関連三法の制定であ
る3）。もう一つは、1980年代まで時代を遡るが、宗教法人による脱税が
世間を賑わしていたことに関連した宗教法人の税制の社会問題化であ
る。これらを新聞記事で確認してみると、1980年代以降に宗教法人の
非課税制度と公益性を関連させた論調が見られ4）、この時期から社会で
「宗教法人の公益性」について言及され始めたことがうかがえる。1995
年の阪神大震災やオウム真理教事件以後の記事5）も同様の傾向が続く
が、宗教法人法の改正に関連して宗教法人の公益性を明確にせよとの論
調も出現する6）。その後、公益法人制度改革との関連で宗教法人の公益
性がとりあげられる記事7）が見られるようになる。
しかし「宗教法人の公益性」とは何であろうか。そもそも「公益」とい
う概念に関しての統一的定義はいまだ存在しない。公益概念自体が抽象
的であるため、使用される文脈によって公益が意味するものが揺れ動く
ため、公益を定義させることは難しい。公益概念の検討は行政学や政治
学などでも行われているが、「宗教法人の公益性」に関する体系的な研
究はまだ乏しいといわざるを得ない現状がある。
そこで本稿では、今後の「宗教法人の公益性」に関する議論がより実
りあるものになるよう、基礎研究として、公益性の概念の歴史を中心
に、これまでの主要な研究をまとめることに意義を置いた。以下ではこ
の意義のもと、「宗教法人の公益性」の「公益性」に重心を置き、日本に
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おける公益概念及び宗教法人法制における宗教法人の公益性がどのよう
に捉えられてきたかを概観し、そのうえで「宗教法人の公益性」に関す
る議論を概観した。

2.　日本における公益概念

民法学の泰斗である我妻栄は、公益を「社会全般の利益、あるいは不
特定多数8）の者の利益」としており9）、一般的にはおおむねこのように
解されているものの、何がそれにあたるかについての厳密な定義はな
い。この概念の定義の難しさは多く指摘されている。その理由は、公益
という概念は時代や地域といった特性に影響されるためその内実を特定
しうるのが難しいとする指摘10）にあらわれているように、公益という
言葉の時代的・社会的背景が、その内容を形作ることにその一因がある
と考えられる。以下では、明治時代以降の日本における公益がどのよう
な文脈で扱われてきたか、その変遷を概観する。

2.1　明治以降の公益概念の変遷

公益学の提唱者である小松隆二11）によれば、用語としての公益は平
安時代から使用されており12）、当時において公益に努めることは朝廷な
どの上層のものに奉仕することを意味したが、公益対象の逆転が近代社
会成立以後に起こる。その理由は、近代以前の公概念には、朝廷や将
軍、大名やその周辺のみが含まれており、農民や町民などの一般大衆は
公の対象とはならなかったためである13）。旧体制が崩壊し四民平等が掲
げられ、理念的ではあるがすべての階級階層が「公」に関われるように
なった明治維新以降は、それまでは支配階級のための益であるという下
から上というベクトルの向きであったのに対し、近代初期には、救済的
なニーズを抱えるものに対して上から救済する意味に転化した。
第二次世界大戦までの公益を小松はこのように述べる。明治になって
比較的早い時期からすでに公益の用語は使用されていた。公益の用語を



学術動向

242

使用している著作は、公益と公共の利益をほぼ同義で使用したり、貧困
などの社会的ニーズを抱えた対象への奉仕と捉えるものが多く、「みな
のための益」というプラスの価値判断が含まれた語として捉えられてい
た。1890年に教育勅語が発布され、その中で「進テ公益ヲ広メ世務ヲ
開キ」として公益の語が用いられた。その頃の公益の意味は主に慈善に
近く、底辺層、極貧層などに対する社会奉仕・社会貢献の意味、さらに
はそれを土台に博愛的な意味で使用されるようになっており、教育勅語
の当該部分の解釈は、広く世の人々や社会のためになる仕事に励め、と
いうものであった。この教育勅語の導入により、それを拠り所とする国
民道徳の実践指導を目的とした修身の教科で公益を教えることに道が開
かれ、おおよそ小学校 4年以上さらには高等科を中心に、公益が 1章あ
るいは 1課として教授されるようになった。1890年代から 1900年代の
「修身」の教科書においては、公益の意味や活動が慈善をはじめ、福祉
的・社会的貢献や経済的貢献をも含有する多様な意味に使用されたた
め、明確な定義がより行いにくい状態であった。「公益」の用語が政策
や法令などの場に登場するのは、1890年代半ば以降であり、これらの
多くの場合は、今日における「公共の福祉」とほぼ同義での使用であ
る14）。教育勅語で公益の語が使用され、民法で公益法人が規定されてか
らは、公益という用語が一層広く浸透し、使用されるようになる。
これらを概観して小松は、公益は「今日のように広い解釈」から始ま
り「大きな流れとしては、現在の用法とそう違わないあり方で推移した」
が、「時期によって、公益の視界や対象に伸縮はみられた」と述べてい
る15）。特に戦時期には、公益は国益に吸収されたといえるであろう。そ
の例を一つ挙げてみると、戦時体制がより進展してきた 1941年に、当
時の京都大学教授であった経済学者の谷口吉彦は「公益性の何たるか
は、時と処とによつて、多少はその内容を異にしうるであらう。併し吾
国の今日の段階においては、何が公益を意味するかは極めて明瞭であ
る。国家の要求これである」と述べる16）。国家が要求するところのもの、
それが公益である、という図式が明確にあらわれている。このような公
益即国益とする公益観は戦後にいたっても消去されたとはいえないとす
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る指摘17）もあるが、現代では、公概念の曖昧さ18）や、公益概念の不確
定性の由来の一つには「公」＝「国家」観の崩れにあるとの指摘19）にも
あらわれているように、公益即国益とされる認識が強いとは言い切れな
い。
戦後の公益に関して小松はこう述べる。戦前において「世のため人の
ため」という理念や活動に関して使用される概念は、個人よりも、国や
社会全体の関わりや責任が優先・先行する「公共」が使用されることが
多くなっていった。新憲法で公共や公共の福祉が使用されたこともあ
り、戦後は戦前ほど公益という用語は使用されなくなるが、公益法人の
全面的見直しがなされるなど、近年公益が再び見直されるようになっ
た20）。

2.2　現在の公益概念概観

上述のように戦時期では明確であった公益概念であったが、戦後にお
ける公益概念の不明瞭性の指摘は数多くなされている。
法制度の観点からは、（旧）民法 34条における公益法人の規定におけ
る公益概念が曖昧21）であり、この点に関する法学における議論も以前
からなされている。その公益法人制度の改革を目し、2008年に施行さ
れた公益法人改革関連三法の一つである公益法人認定法における公益概
念22）について、行政法を専門とする法学者の塩野宏は「公益認定法は公
益概念を正面に据えた点では甚だ勇気ある立法ではあるが、この改正法
が、従来の多様な公益概念に特に何か新たなものを付け加えたことには
なっていない」と述べ23）、新公益法人関連法においても公益の定義が不
明確であることを指摘している。
また近年では「公共性」を公益の上位概念として捉える試み24）もある。
齋藤純一は専門の政治学の観点から、公共性という言葉の持つ主要な意
味合いの一つに、「共通の利益・財産、共通に妥当すべき規範、共通の
関心事などを指す、特定の誰かにではなく、すべての人びとに関係する
共通のもの（common）という意味」があり、ここに公益が含まれると
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している25）。これは小松も言及していたように、公益の語が以前より重
視されなくなってきており、元来両者の語義は異なっているが公共性の
語が注目されるにしたがい、公共性で表現される範囲が拡大したためと
する指摘26）が、その理由であると考えられよう。
その他日本の政治学が影響を強く受けているアメリカ政治学から探ろ
うとする試みなどもあるが、様々なアプローチで公益概念を捉えようと
する試みの数が多ければ多いほど、公益概念の捉えがたさが証明されて
いるといえよう。
現在議論されている「宗教法人の公益性」の捉えがたさの一因もここ
にあると思われる。公益概念の不明確さが「宗教法人の公益性」をめぐ
る議論を錯綜させている一要因であるといえよう。しかしかつては宗教
法人特有の公益性が存在した。次節ではそれを宗教法人法制の制定経緯
の中で概観する。

3.　宗教法人法制における宗教法人の公益性

宗教法人の法人格に関する端緒は、1898年に施行された民法第 34
条27）に規定されたことにある。しかし「当分ノ内」神社や寺院について
は民法の規定を適用しない28）とされた。これは宗教団体の法人化につ
いては別途特別法の制定を予定していたためである29）。その特別法制定
のため 1899年 12月、宗教法案が第14回帝国議会（貴族院）に提出され
た30）。結果的には成案とならなかったものの、山縣有朋総理大臣による
法案の提出理由31）の中で言及されている「風教」の意味を、文部省（当
時）で宗教・教育行政に携わった渡部蓊は「徳により国民を教化してい
くという意味であり、その国民の教化が公益であった」と指摘する32）。

1927年 1月、第 52回帝国議会（貴族院）に新たな宗教法案が提出さ
れた。その際岡田良平文部大臣によって提出された法案理由を、宗教社
会学者の古賀和則が分析している33）。この宗教法案に表出されている理
念は「宗教を人心安定、社会風教という国家の目標に貢献するものと位
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置づけ、政府は、宗教団体が国家の目標の達成に貢献するよう保護と指
導を加えるというもの」である。このような状況下では個人より国家の
目標が優先され、集団優先主義的な傾向を持つ。そして「集団優先主義
的な理念を基調とする宗教行政は、国家が危機的状況に陥り、その状況
の克服が国家の目標に掲げられたとき、国民教化への宗教の動員が顕在
化する」と古賀は述べる。上述の渡部もこの点を、公益についての考え
方が明らかであると指摘34）している。この法案からも「国家の目標」に
資することが宗教（団体）の公益性であるということが読み取れるが、
この法案も審議未了となった。

1929年 2月、田中義一内閣の勝田主計文部大臣が第 56回帝国議会
（貴族院）に宗教団体法案を提出した。その際の理由書35）には、法案の
目的が宗教教化機能の増進ということが明確にうたわれている。それを
一層具体的にしたものが、同月貴族院における勝田文相による説明36）

である。この中では、宗教団体を教化団体として国民精神を発揚させる
ことに貢献させると明言されている。この宗教団体法案とこれまでの法
案との相違点は、法律の題名が「宗教法」から「宗教団体法」に改めら
れ、法を適用すべき対象の中心が「宗教」そのものから「宗教団体」に変
わっていることである。いわば、公益に資せよとする国家の要請が、
「宗教」から「宗教団体」へとはっきり明示されたことになる。しかしこ
の法案も審議未了となった。
そして 1939年 1月、平沼騏一郎内閣の荒木貞夫文部大臣が、第 74回

帝国議会（貴族院）に「宗教団体法案」を提出した。その後貴族院にて可
決、衆議院にも送付、可決され、同年 4月公布、翌 1940年 4月 1日か
ら施行された37）。
渡部は戦前における宗教法制をこのように概括する。宗教法案も宗教
団体法も、ともに宗教団体を認可するための立法であった。それを勘案
すると、戦前の宗教団体の公益性については国益と同様の意味での公益
であり、民法上の公益に関する一般的な解釈である、不特定多数の利
益、という意味での公益ではありえなかった38）。

1945年 8月 15日に終戦を迎え、その後GHQの占領政策に伴う人権



学術動向

246

指令により宗教団体法が廃止されることになった。宗教団体の税的優遇
措置の喪失などを懸念した文部省は、宗教団体法を廃止すると同時にこ
れらへの対処をも充たす勅令を出す方針をとり、GHQの中の部局であ
るCIE39）に諮った。宗教団体に対する法人格の付与と税的優遇措置に
関しては、CIE側は民法を利用すべきであると考えていた。しかし同年
11月に行われた宗教界とCIEの会談の中で、宗教界は特別の法令の制
定を要望したため、CIEも文部省案の検討に同意することとなった。だ
が提出された文部省案に宗教団体法の諸規定が留まっていたため、CIE
は大幅の変更を求め、その修正がなされた後CIEの賛同を得て、1945
年 12月 28日宗教法人令が公布・施行された40）。
宗教法人令における宗教法人の公益性について渡部はこのように述べ
ている41）。宗教法人令はこれまでの宗教法制とは明らかに異なり、社会
的に存在する団体にその権利・義務の関係をはっきりさせるために法人
格の取得を認めるという性格が濃厚であり、また公益については民法の
解釈とほぼ同様になった結果、宗教法人に固有的・特定的公益性は、宗
教団体法当時とは異なり曖昧になった。
宗教法人令は勅令によるものであり占領終結とともに失効するため、
法律に替える必要があった。1948年 8月、篠原義雄宗務課長は宗教法
人令の改正と法律化をCIEに申し入れ、CIE側も宗教法人令の法律化
には同意した。CIEは宗教界に法制定の意向を聴取し、宗教立法が必要
かどうかを確認したところ、宗教界は立法を要望したので、CIEはその
要望を無視することはできず新法案の作成に同意することになった。そ
の後文部省とCIEの間で数次にわたる法案の作成・検討・修正の後、
1951年 4月 3日に宗教法人法が成立した42）。
古賀によれば、この宗教法人法制定の経緯において、宗教法人法の目
的に関して文部省とCIEの間で意見の食い違いがあり、それは宗教法
人の公益性に関わる点であったという。宗教法人法の目的とは宗教団体
に法人格を付与することであるが、この法人格付与の根拠に関して当時
の文部省は、宗教あるいは宗教団体の「公共的・公益的性格に期待し、
その増進に資するための法律」という立場であった。しかし宗教法人法
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案起草時のCIEとの協議ではその目的において意見が対立した。宗教
団体の宗教活動それ自体が公共の福祉の増進に貢献するという観点から
宗教団体に法人格を付与するとする文部省の見解43）に対して、CIEは、
宗教団体の社会的地位は政府が決めるべきものでなく、またすべての宗
教が必然的に公共の福祉に寄与していることも疑間であるとし、政教分
離原則に照らせばこの法律の目的は、宗教団体が法的能力を獲得するこ
と以外にないとした。その結果、現行の宗教法人法第1条「この法律は、
宗教団体が、礼拝の施設その他の財産を所有し、これを維持運用し、そ
の他その目的達成のための業務及び事業を運営することに資するため、
宗教団体に法律上の能力を与えることを目的とする」となった44）。
宗教団体の「公共の福祉への貢献」が「公益性」と同義とはいえないま
でも、それぞれが意味するものは近似しているといえよう。このことを
ふまえれば、宗教法人が公共の福祉に貢献する公益的な存在であること
を、宗教法人法上に明文化しようとした文部省の試みは成功しなかっ
た、ということになろう。
宗教法人法制定後の宗教法人の公益性について、渡部はこのように概
括する。宗教法人法において、宗教団体の公益性と関連するものは見ら
れない。（旧）民法 34条において、宗教即公益と宣言的に示されている
が、宗教団体の性質上、宗教団体の利益、構成員の利益と見なされやす
いという背景もある。こうした「曖昧さ」が宗教法人の公益性の論議を
引き起こしている。民法による宗教すなわち公益とする宣言に関して
は、1896年の制定当時の宗教についての公益を前提としたものと解釈
すべきである。そのため、今日これを不特定多数の利益というだけでは
不十分であり、宗教に関する公益概念の変遷に注意を払う必要がある。
以上の経緯に鑑みると、戦前においては宗教法人（団体）の公益性は
国益とほぼ同義といえるが、戦後においては、宗教学者である大原康男
が「（宗教）法人法は宗教法人それ自体の『公益性』を必ずしも前提とし
たものではなかった」45）と述べているように、宗教法人の公益性は宗教
法制からは読み取れなくなり、渡部の指摘するように「曖昧」になった
といえよう。このような状況にある現在、宗教法人の公益性はどう捉え
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られているのであろうか。次節では各論者の論を概観する。

4.　「宗教法人の公益性」議論概観

以下では「宗教法人の公益性」議論のうち、「公益性」がどう捉えられ
ているかを中心に各論者の論を概観する。このトピックに関しては、当
事者たる宗教界を除けば、宗教行政を所管する文化庁文化部宗務課、法
学者、宗教学者からの議論におおむね集約できるため、これらに絞って
概観する。

4.1　文化庁文化部宗務課による「宗教法人の公益性」

宗教行政を所管する宗務課からの言及は早くから行われていた。「宗
教法人の公共性・公益性という問題は、世俗化したこの現代社会の中に
あって、今後、深く研究され、追求されていかなければならない問
題」46）など、すでに 1980年代初頭から見られる。公益性の内容として
は、「宗教は、多くの公益活動において先駆的、指導的役割を果たして
きたが、これは、その背景として、宗教のなかに人生のあるべき姿を
人々に教える働きがあるためと考えられ、この点において、宗教は、今
後とも公益活動の推進及び新たな展開に重要な役割を果たしていくもの
と推測される」47）、「宗教は国民の道徳基盤を支えるものであり、特に青
少年の道徳意識の向上に果たす役割には大きいものがある」48）など、宗
教が果たしてきた社会活動の成果とともに、宗教が人々に与える精神的
な面における寄与を公益と捉えているようである。

4.2　法学者による「宗教法人の公益性」

このような、宗教法人の公益性は人々の精神面に寄与する点にある、
とする考え方は法学者の言及に多い。税法学者である北野弘久はこう述
べる。宗教は人々の精神生活の安定・向上に寄与するものであり、その
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意味において宗教の果たすべき役割は小さくない。社会が複雑化するに
つれ、人々の精神生活の豊かさの確保が大切となる。精神生活は人々の
内心に関するものであるため、本来公権力が介入しえない領域である。
しかし一般に国家としては様々な方策や側面において人々の精神生活を
含む豊かな生存権の保障の確保を図るべき責務を負う。そのため宗教法
人は、「きわめて限定されたかたち」ではあるが、公益性の確保に奉仕
している49）。同様に阿南成一も、不特定多数の人々への「精神的な」利
益を、宗教法人の特徴的な公益性と述べる50）。谷口知平や市川正人も、
人の心に関わる活動を行っているという意味で社会的に公益性、公共性
を有する51）、人々の精神生活の安定・向上に寄与するという点で、宗教
法人の活動が公益性を有する52）とそれぞれ述べている。
法学界における宗教法人の公益性の代表的な論者の一人である石村耕
治は、上述のような精神面への寄与を宗教法人の公益性に対する消極的
な評価とし、宗教の果たす社会的役割や宗教法人のみが提供できる特殊
なサービスの社会的必要性等を積極的な評価であるとする。そのうえ
で、そのどちらにしても「多かれ少なかれ公益の一般的な増進につな
がっていることは否定できない事実」と述べ53）、精神面への寄与のみな
らず、公益活動の双方を公益性と捉えている。同様の旨は平野武によっ
ても述べられている。平野は、オウム真理教の事件を一要因とした宗教
法人法の改正問題を論じている中で「宗教法人は人心の安定をはかり、
教育、文化等の公益の増進に寄与するものと考えられている」と述べ
る54）。
しかし石村は継続的に宗教法人の公益性に言及し、目で見える形の社
会貢献を行い、公益性をアピールする必要がある、とする発言55）から
も、やや公益性＝社会貢献とする図式に重点を置いているようにみえ
る。
主に憲法との関連から宗教法人の公益性に言及することの多い大石
眞56）は、民法上の社団・財団法人のような公益法人に要請されるよう
な公益性の有無を宗教団体に求めることは無理であり、宗教法人の活動
が当然に公益性を有するとの前提に立ったものではないとする57）。その
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うえで大石自身は、宗教は何らかの形で社会生活のうえで人々に寄与
し、その暮らしに貢献していることは確かなことであり、「緩やかな意
味での公益性」を認めることは考えられると述べ58）、大石の見解から導
かれる、人々あるいは社会に貢献すること＝公益性という図式は、上述
の石村と同様のものであるといえよう。

4.3　宗教学者による「宗教法人の公益性」

これまで見てきたように、法学者はおおむね宗教法人の公益性を、
人々の精神面への寄与、もしくは社会貢献、と捉えているといえよう。
これらの法学者の見解に対し、宗教学者は宗教の機能に着目してより具
体的に言及することが多いようである。また、法学者は制度面からのア
プローチのため「宗教法人の公益性」と限定して論述する傾向があるの
に対して、宗教学者はそれよりも広く宗教集団あるいは宗教の公益性と
して捉える傾向がある。
田丸徳善は、公益概念と宗教による公益活動を関連させてこう述べて
いる。日本における公益という言葉は、公共に関することを指している
が、「公」という概念は国家に引きつけて解釈されやすい傾向がある。
しかし公共体が成り立っている基盤は一般庶民にあり、それゆえ庶民全
体こそが公であるという発想も可能である。また、イスラム教における
喜捨や日本の仏教が担ってきた社会福祉活動など、宗教が果たしてきた
公益的な役割は、人々の実際の生活面に関わってきた歴史がある。これ
らをふまえれば、公益とは、国家に奉仕することではなく、一般の不特
定多数の人たちのニーズにこたえることである、と述べる59）。同様の指
摘は阿部美哉によってもなされている。阿部は、救世軍の活動を例に挙
げ、宗教の使命を点検しそれを活性化したうえで、不特定多数の人たち
のニーズに対応することが必要であると述べている60）。これらに関して
は、上述の石村らの議論における「社会貢献＝公益性」とする図式とほ
ぼ同様である。
しかし宗教法人（団体）の活動は信者に対するサービスであり、信者
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以外には奉仕がなされず、「不特定多数の者への利益」ではないのでは
ないかという議論も存在する。これに対して田丸はこう述べる。個人が
自由に選択したゆえに私的な活動と見なすのは不十分である。宗教を政
府や社会が公のものと位置づけてきた経緯から、宗教団体は「半ば公的」
という性格を有する。また、宗教団体から作り出される宗教的な価値
は、布教や伝道という手段を通じて、潜在的には誰でもアクセス可能で
あるため、ある一定の人々だけに向けたサービスであるという議論は狭
いものであると述べ61）、宗教団体の活動を公益ではなく私益と見なす議
論への反論を通じて、「不特定多数の者への利益」に寄与している点を
強調している。
石井研士もこの「不特定多数の者の利益」という点に着目して論じて
いる。石井は、公益法人制度改革後の公益法人の定義62）を借用したう
えで、公益性を「不特定多数の者の利益を実現する」としたとき、宗教
法人や宗教団体がどのような公益性を有すると考えられるかと問題を設
定する。宗教活動自体が万人の救済のために開かれているといっても、
こうした言説がどれだけ共有されるかは現状は不明確であるため、信者
の獲得を目指さない活動から宗教団体の公益性を考察している63）。宗教
団体は自らの宗教的な理念を、布教や教化として実践に変換すること
で、救済をもたらそうとしてきた。宗教団体による社会的弱者への取り
組みの歴史があるが、このような公益的な活動は宗教的行為の別側面で
あるにすぎない。宗教団体の活動は宗教的な理念に基づいているという
特有性を有し、特に精神的なケアが重視される社会的重要性は一層増大
している。それらの例として、教誨活動、ホスピス、いのちの電話、災
害支援などがあり、直接的に不特定多数の人々の利益となるこのような
活動の担い手である宗教団体には、公益性が帰属する。しかしこのよう
な直接的に不特定多数の人々の利益となる活動のない団体に対しても、
石井はこう述べる。「具体的な公益活動をしていなければ公益性がある
と認識されないのだろうか」と問うたうえで、宗教という精神文化の公
益性が存在することはいうまでもないことである。そして宗教は集団を
構成することで維持されやすくなるため、宗教団体には公益性が潜在的
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に存在する64）。
宗教が人々に精神的に寄与する点で宗教法人は公益性を有するとする
論者が多いことはすでに見てきた通りであるが、石井は、精神的なケア
を求める社会的需要と、宗教的な理念に基づいた具体的な活動が合致す
ること、それが直接的な「不特定多数の者の利益」となるとしている。
これは上述の田丸や阿部が言及している「ニーズ」と活動との合致であ
ろう。
島薗進は、宗教の果たす役割を中心に据えて宗教法人の公益性をこの
ように論じる。世俗主義や政教分離などによって宗教の私事化が進行し
たように見える。しかしイスラム世界などに見られる公的な秩序と宗教
が不可分である地域も存在することをふまえれば、宗教はそもそも公的
な次元を持っていると考える必要がある。その公的な次元において「目
に見えて公益的である、ボランティア的なこと、NPO的なこと」など
を行うことによって、現代の痛みに寄り添い、その結果「人の悩みはど
こにあるのかということに敏感」になり、基礎的な宗教の機能を果たせ
るようになる。このような「目に見えて公益的」な活動も重要ではある
が、それをおこなうことが宗教の本来の場ではない。死の問題、心の痛
み、人生の意味など、あくまで宗教の基礎的な機能、宗教本来の宗教ら
しい役割を果たすことが第一義の公益性の基礎である65）。
上述の石井も、公益活動にやや重心を置いて論じてはいたものの、公
益的な活動は宗教的行為の別側面であるにすぎないと述べており、島薗
がいう「宗教本来の機能を果たすことが公益性の基礎」と同様の論旨と
いえよう。また両者に共通しているのは、宗教は集団によって維持され
るという点であり、島薗もその点を指摘している66）。
最後に、宗教法人の公益性に早い時期から言及していた洗建の議論を
紹介する。宗教の歴史から考えれば、宗教に公益性があるとすれば、こ
の社会の中で公益的だと考えられることに注力するのではなく、特定の
時代の特定の社会の中での公益性、貢献性とは異なるところにあるの
が、宗教の人類に対する公益性、貢献性である67）。昨今の公益性を巡る
問題は、「公益的であることはよいことである」という世間における常
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識があり、そのため宗教に対しても公益的であることを要求する傾向が
ある。しかし、いわゆる世俗における公益が宗教の目的でも、宗教の本
来的活動でもない。宗教は日常経験からは得ることのできない人間の生
き方、新たな価値を提示する潜在的可能性を秘めている。したがって、
現時点での世俗社会の公益の基準を宗教に適用し強制することは、宗教
の働きを殺してしまう危険がある。この観点から宗教の公益性を問うの
であれば、時代の常識にとらわれず、世俗の善悪を超えた独自の人間の
生き方、価値観を提示する働きそのものを公益と認定するのでなければ
ならない68）。
このように、洗は、宗教が有する独自の価値観を提示することが公益
性であり、社会から要請される公益に資することは宗教の目的ではない
としている。この点は、島薗が公益活動をおこなうことが宗教の本質で
はないと述べていることと同様である。

おわりに

これまで述べてきたことを図示すると、次頁のようになろう。宗教が
有する独自の価値観を提示することが公益性であるとし、社会から要請
される公益に資することが宗教の目的ではないとする洗建の指摘はまさ
しくその通りであろう。しかし、社会から「宗教法人の公益性」が問わ
れていることもまた事実である。これについて臨床仏教研究所69）研究
員である鈴木晋怜は、宗教法人の公益性が社会から問われているもの
の、何を行ったらよいか、そもそも公益性とは何であるのかなど、具体
的な把握ができていない現状に対して、宗教者の方々が自らのアイデン
ティティを喪失している状況を指摘している70）。また宗教社会学を専門
とする櫻井義秀らによる宗教団体の活動に関する調査からも、現在の日
本での宗教離れや宗教不信の進行、信者の高齢化の問題などにより、公
益性や社会的活動を宗教団体に期待されても容易に対応はできないとす
る宗教団体の声など、社会活動に関わることの困難さを述べる意見も紹
介されている71）。
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これまで見てきたように、宗教法人の公益性は、人々に精神的に寄与
すること、社会貢献活動、不特定多数の人々のニーズにこたえること、
新たな価値を創造し提示する役割を果たす点にあるとするもの、など、
基本的には宗教そのものが持つ機能そのものが公益であるということは
ほぼ共通しているといえる。そして、その宗教を維持するためには宗教
集団の機能が必要であることもまた同様である。しかし、宗教法人の公
益性をどこに帰着させればよいのか、いまだ明確な答えは提示されてい
ない。
宗教法人として存在すること、そして社会から問われている「宗教法
人の公益性」についても対処していくこと、その両輪のバランスを取る
という難しい課題が求められている。弁護士であり僧侶でもある長谷川

公益概念からみた「宗教法人の公益性」
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正浩が、宗教法人の公益性についての研究はまだ端緒についたばかりで
あり、宗教学の成果を採用しつつ研究成果が共有されることを願うと述
べている72）ように、宗教法人の公益性は、今後も宗教者の方々と宗教
研究者がともに考え続け、それによってこの研究もより深化してゆくこ
とになると思われる。
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